
質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第７２号 件　　　　名 令和２年度下水道築造工事（新免幹線・その１）

No 質疑事項 回　　　　答

1

第154号代価表について、再生土（ほぐし）残土持込、工場引
渡、４ｔ車、(有)中継センター L=10.1kmとなっています。
大阪府等では、工場引渡条件でm3当り単価が公表されていま
すが、L=10.1kmの運搬費を含めた再生土単価は公表されてお
りません。
運搬費を含めない公表単価で計上すればよろしいでしょうか。
ただ第154号代価表ですと、発生土を運搬し受入費を支払い、
再生土を購入する流れですが、再生土を運搬する費用が入っ
ておりません。
10.1km運搬費を含む再生土の単価を設定されている場合は、
単価の公表開示をお願い致します。

再生土単価は、運搬費を含めない公表単価を計上しております。
再生土を運搬する費用は、第155号代価表は往復の単価であるため、同
代価に含まれるものと考えております。

2

第276号代価表のソイルモルタル（流動化処理土）セメント混入
量１５０ｋｇ／ｍ３（SC166420)の単価についてお尋ねします。
平成３１年４月の単価を採用されているのでしょうか。
また、それ以降は新たに単価が公表されておりません。
今回、新たに最新単価（令和２年８月）が採用されているので
しょうか。
その場合は、単価の公表開示をお願い致します。

積算参考資料9枚目のとおりです。

3

本工事は、各代価表に材料費として水が計上されています。
この水は経費計算上の処分費等の対象として取り扱っておら
れるのでしょうか、あるいは全額経費計算の対象としておられ
るのでしょうか。ご教示願います。

処分費等の対象として取り扱っております。

4

第62号代価表（H形鋼賃料H300*300）については供用日90日
の条件に対して、計上する条件単価は720日以内となっていま
す。
第61号代価表では、同一条件単価計上となっています。
これでよろしいでしょうか、あるいは供用日90日に読み替えるの
でしょうか。ご教示願います。

賃貸期間区分は、第61号代価表は発進用受台に要する日数、第62号代
価表は発進用受台及び作業床に要する日数を対象としており、供用日は
61号62号ともに発進用受台に要する日数としていますので、設計書どおり
積算願います。
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5

本工事は、間接工事費等の計算対象外として、積算参考資料
の各代価表の備考欄に、例えば「鋼橋扉等工場原価」などと記
載されています。
間接工事費等の計算対象外とされているその他の工種・単価
などがございましたらご教示願います。

・現場説明書に記載した項目。
・処分費（準備費に含まれる処分費を含む）は、共通仮設費対象額の3％
を超える場合、3％を超える金額は率計算の対象としていません。また、率
計算の対象とする金額は3千万円を上限としています。
・スクラップ費（設計書の名称は【鉄くず】です。）


